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検事総長林 眞

情報公開・個人情報保護審査会への諮問について（通知）

行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条の規定に基づく開示決定等

に対する次の審査請求について、同法19条1項の規定により情報公開・個人
情報保護審査会に諮問したので、同条2項の規定により通知します。

1 審査請求に係る行政文書
L

の名称等

(1) 「性犯罪捜査全書一理論と実務の詳解一」 （著者は城祐一郎元

最高検察庁刑事部検事。令和3年9月に株式会社立花書房から出版

された書籍）の執筆に関して最高検察庁が提供した判決書の日付が

分かる文書

(2)最高検察庁の検事は、退官した後も、性犯罪に関する判決書のコ

ピーを手元に残したままにできることが分かる文書（最新版）

2審査請求に係る開示決定

等

(1)開示決定等の日付、記号番号

令和3年10月13日、最高検企第318号

(2) 開示決定等をした者

検事総長林 眞琴

(3)開示決定等の種類

不開示決定

3審査請求

令和3年11月22日

(2)審査請求の趣旨

｜ 本件不開示決定を取り消すとの決定を求める。

4諮問日・諮問番号 1令和4年2月3日・令和4年（行情）諮問第131号

東京都千代田区霞が関1－1－1 最高検察庁総務部企画調査課（担当者名：今川）
ThL : 03-3592-5611 (内線: 3293)


